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Ⅶ　入国管理局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第９条，
第12条，第51条〜第56条　法務省組織規則第17条〜第19条

〈重要施策の概要〉
１　出入国管理体制の整備充実

我が国に出入国する日本人及び外国人の総数は平成20年においても，約5,013万
人と高水準を維持している中で，本省及び地方の入国管理官署に在職する職員は
3,413人であり，組織・人員に関して種々の制約が存在する中にあって，健全な国
際交流の推進を図るための一環として「我が国にとって有益な外国人の積極的な受
入れ」及び「不法就労等の受入範囲を逸脱した外国人の流入防止と徹底した取締
り」を期するための行政運営を実施することが重要な課題となっている。
入国管理局においては，関係各省庁と密接に連携しつつ，国民のニーズや我が国
の国際化の進展に合うような外国人受入施策の企画・立案に当たる一方で，当該施
策を具体的に実現していくために，所要の要員確保，施設の拡充，入国・在留関係
諸手続の簡素・合理化，事務処理の電算化，地方入国管理局出張所の整理統合によ
る人員の集約化などを通じて，出入国管理体制の整備充実を進めることとしている。
２　不法就労防止のための啓発活動

例年６月に，政府全体の取組として「外国人労働者問題啓発月間」を設けて啓発
活動が行われているところ，平成20年においては，同月を入国管理局による「不法
就労外国人対策キャンペーン月間」とし，ポスターやリーフレットを事業主などに
配布し，一般国民を始め，内外の関係者等への啓発・指導に積極的に取り組んだ。
また，不法就労外国人対策の一環として，警察・法務・厚生労働三省庁合同で事
業主や経済団体に対し，不法就労防止の協力要請を行った。

３　新しい難民認定制度
我が国の難民認定制度は，昭和57年１月１日に発足し，現在に至っているとこ
ろ，近年の国際情勢等の変化に伴い，我が国の難民認定制度を取り巻く様々な状況
も大きく変化してきた。
我が国としては，これらの状況に適切に対応するために難民認定制度を見直すこ
ととし，仮滞在許可制度の創設，難民として認定された者等の法的地位の安定化，
不服申立制度の見直し等を内容とする改正入管法が平成17年５月16日から施行され
ている。

４　入国・在留資格審査の厳格化
一部の在留資格で入国する者の中には，在留資格は名目のみで，当初から不法就
労を目的としている者が数多く存在しており，その手段も悪質巧妙化し，その資格
審査が困難化してきているため，実態調査の強化をはじめとする審査の厳格化を図
るとともに，平成16年12月２日に施行された改正入管法により新設された在留資格
の取消し制度の的確な運用に努め，悪質な偽装滞在外国人に対応したほか，関係機
関相互の情報交換を密にして関連事犯の取締りを強化した。



−283−

５　水際対策の強化
国際社会の重要な課題であるテロリスト等の国際的な犯罪者の移動を抑止する一
環として，警察庁，法務省及び財務省が共同で事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ：
Advance Passenger Information System）を導入し，平成17年１月４日から運用
を開始した。
このシステムにより，航空会社が搭乗手続時に取得した旅客等に関する情報を電
子データとして提供を受け，各省庁が保有する要注意人物に係るデータベースと自
動照合することにより，航空機が我が国へ到着する前に問題のある者が搭乗してい
るかどうかを判別することが可能となり，厳正な上陸審査等を通じて要注意人物の
上陸阻止が図られることとなった。
法的整備面では，平成16年12月10日，国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決
定の「テロの未然防止に関する行動計画」を踏まえ，①上陸審査時に外国人（特別
永住者等を除く。）に指紋等の個人識別情報の提供を義務付け，②テロリストの入
国等の規制を適切に行うための退去強制事由の整備等を行い，③本邦に入る船舶等
の長に乗員・乗客に関する事項の事前報告を義務付けるための規定等を整備する
ことを内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を第164回国
会に提出したところ，同法律は平成18年５月17日に可決・成立し，５月24日に公布
（平成18年法律第43号）された。
なお，①については平成19年11月20日から，②については平成18年６月13日か
ら，③については平成19年２月１日からそれぞれ施行されている。
他方，平成17年４月から，我が国に渡航する外国人旅行者の入国手続の一部を海
外の空港において確認する「プレクリアランス」を，韓国（仁川空港）と台湾（桃
園空港）において実施し，要注意人物の発見及び入国審査の円滑化を図り，さらに
平成19年に引続き，同20年５月から７か月間，文書鑑識技術を有する職員を「リエ
ゾン・オフィサー」として，タイ王国（バンコク国際空港）に派遣し，同空港から
偽変造文書を使用して出国を謀る者を発見する活動を開始するといった海外におけ
る水際対策も実施した。
６　不法滞在者対策

平成15年12月，犯罪対策閣僚会議において『犯罪に強い社会の実現のための行動
計画』が取りまとめられ，「外国人犯罪の温床となる不法滞在者を今後５年間で半
減させる」ことが盛り込まれた。
これを受けて，法務省では平成16年度には東京入国管理局に新宿，渋谷，赤坂，
池袋といった首都圏の繁華街を所管する摘発方面隊を設置したのに加え，平成17年
度には名古屋入国管理局，平成18年度には大阪入国管理局に摘発方面隊を設置し，
首都圏から近畿地方にかけて常時摘発体制を構築し，摘発の一層の強化を図るとと
もに，平成16年12月２日から施行された出国命令制度の促進，平成17年９月１日に
全国展開が完了した入管法第65条による身柄引取りの積極活用など，効率的な退去
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強制業務の推進に取り組んできた。また，平成18年度には成田空港支局収容場の収
容定員を48人から350人に拡充し，効率的な送還体制を構築することにより，円滑
な送還の実施に取り組んだ。さらに平成19年度には，東京入国管理局に新宿出張所
に続く摘発専従型の出張所として東部出張所（江戸川区）を設置したほか，首都圏
の西部を所管する摘発方面隊を設置し，平成20年度には，名古屋入国管理局の摘発
体制の大幅な強化を図るとともに，名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の収容定
員をそれぞれ120人から400人，42人から200人に拡充し，より効率的な送還体制の
構築を図った。こうした取組の結果，平成16年からの５年間で48.5パーセントの不
法残留者を減少させることに成功し，国民が安心して暮らせる社会の実現に貢献す
ることができた。
これらの状況をも踏まえ，平成20年12月，犯罪対策閣僚会議において，新たに
『犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008』が取りまとめられた。今後は，
「新たな在留管理制度による不法滞在者等を生まない社会の構築」をうたう同計画
の下，依然として約11万人存在する不法残留者の一層の削減を行うとともに，現在
相当数存在すると推測される偽装滞在者（偽装婚，偽装留学など身分・活動目的を
偽り正規在留者を装い我が国で不法に就労等する者）に対して厳格に対応していく
こととしている。

７　新たな在留管理制度の検討
我が国に入国・在留する外国人の数は年々増加しており，平成19年における外国
人入国者数は約915万人，平成19年末現在の外国人登録者数は約215万人と，いずれ
も過去最高を記録した。外国人が我が国に入国・在留する目的も，観光のほか，就
労，留学，研修，永住など多様化しており，各種行政において外国人の入国，在留
状況を正確に把握することの重要性が増している。
このような中，政府は，平成17年７月19日，犯罪対策閣僚会議の下に「外国人の
在留管理に関するワーキングチーム」を設置し，同ワーキングチームにおいて，法
務省を含む関係省庁が，外国人の在留情報の把握や在留管理の在り方につき検討を
行ってきたほか，規制改革・民間開放推進会議（現在の規制改革会議の前身組織）
においても，外国人の在留管理制度について議論され，平成18年12月25日，同会議
の第３次答申において，在留外国人の入国後のチェック体制の強化等につき，遅く
とも平成21年通常国会までに関係法案を提出することが求められた。（注）
また，法務大臣が各方面の有識者から，新たな在留管理制度の在り方について意
見を聴取し，今後の法務行政に活かすため，平成19年２月１日，法務大臣の私的懇
談会である「出入国管理政策懇談会」の下に「在留管理専門部会」が設置されて検
討が進められ，平成20年３月26日，「出入国管理政策懇談会」から「新たな在留管
理制度に関する提言」が法務大臣に報告された。
以上のような状況を踏まえ，平成21年通常国会に関係法案を提出すべく，当局に
おいて検討を行った。
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（注）第３次答申を踏まえ，平成19年６月22日，「規制改革推進のための３か年計画」が閣議決定され，
在留外国人の入国後のチェック体制の強化として，外国人に係る情報の相互照会・提供，外国人登
録制度の見直し，使用者等受入れ機関等に対する責任の明確化等が盛り込まれた。また，同年７月３
日，犯罪対策閣僚会議に「外国人の在留管理に関するワーキングチームの検討結果」が報告され，外
国人の在留管理の在り方につき，法務大臣による在留情報の一元的把握，所属機関の協力，行政機関
の情報の相互照会・提供，正確な在留情報に基づく的確な在留管理といった方向性が示された。

〈会　同〉

総務課 　法務省組織令第51条，第52条　法務省組織規則第17条

１　広報関係
平成20年中の主な広報活動は，次のとおりである。
⑴　不法就労防止のための啓発活動

６月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」とし，「ルールを守って国際
化」を標語としたポスターやリーフレットを事業主などに配布したほか，主要空
港や在外公館において，我が国への入国を希望する外国人に対し，英語，中国語，
韓国語，スペイン語，タイ語及びインドネシア語によるリーフレットを配布した。
また，同月，不法就労外国人対策の一環として,警察・法務・厚生労働三省庁

合同で，事業主や経済団体に対して不法就労防止の協力要請を行った。
⑵　出入国管理及び難民認定法の改正に伴い新設された，上陸審査時の個人識別情
報の提供義務化の周知について
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平成18年５月24日に公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する
法律」により，テロの未然防止のための規定の整備が行われ，その一環として入
国審査時に個人識別情報を活用した新しい入国審査手続きが，平成19年11月20日
から実施されており，本制度を周知するため，昨年に引き続きホームページ掲載
やリーフレット等の配布を行った。
⑶　出国命令制度の周知について

平成20年９月28日から同年12月28日まで，フリーダイヤル「不法滞在相談全国
専用ダイヤル」及びフリーダイヤル「外国人相談全国専用ダイヤル」を設置し，
不法滞在者に関する相談及び不法滞在者を雇用している雇用主に関する問い合わ
せ等の際に，積極的に「出国命令制度」などの周知を図った。

入国在留課 　法務省組織令第51条，第53条　法務省組織規則第18条

１　厳格かつ円滑な上陸審査の実施
平成19年11月から開始した個人識別情報を活用した入国審査により，過去に退去
強制歴がありながら偽変造旅券等を行使して入国を図るいわゆるリピーターの入国
を水際で阻止した。
また，東京入国管理局成田空港支局，大阪入国管理局関西空港支局及び名古屋入
国管理局中部空港支局において「セカンダリ審査」を継続し，入国目的などに疑い
がある外国人を別室に案内して，より慎重な審査を行う一方で，大多数の問題のな
い外国人に対する円滑な入国審査を実施した。
さらにチャーター便等への対応のための「審査応援班」を千歳苫小牧出張所及び
羽田空港出張所に継続して配置し，地方空港等において円滑な入国審査を実施した。
２　対北朝鮮措置

平成18年７月５日の官房長官発表を受け，①北朝鮮籍を有する者の入国の原則禁
止，②在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とする再入国の原則禁止，③北
朝鮮籍船舶の乗組員等の上陸の原則禁止，④我が国からの北朝鮮への渡航自粛要請
の各措置を継続した。

３　研修・技能実習の適正化
我が国の外国人研修・技能実習制度は，開発途上国等の経済的発展に資する人材
育成を図ることを趣旨としており，本制度を利用する外国人及びその受入れ機関等
は年を追うごとに増加している。
このうち，一部の受入れ機関においては，本制度に対する認識不足等から，研修
生に所定時間外の活動を行わせているほか，労働関係法規に違反した形態で技能実
習生を雇用しているなど，適正な研修・技能実習が実施されておらず，低賃金労働
者を得るための手段として本制度を悪用している事例が散見された。このため，悪
質性の高い事案については，研修・技能実習の実施において「不正行為」があった
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と認定し，在留資格「研修」の基準省令に基づき，一定期間研修生の受入れを認め
ない措置を執るなど，適正化に向けて厳正な措置を執った。

出入国者数（平成16年〜平成20年）

在留審査業務処理件数（平成16年〜平成20年）

審判課 　法務省組織令第51条，第54条

１　外国人の上陸についての口頭審理及び異議の申出に関する事項（出入国管理及び
難民認定法第10条〜第12条）
口頭審理の受理件数は12,679件で，前年に比べ5,834件，31.51％減少し，異議の
申出の受理件数は1,973件で，前年に比べ1,130件，36.42％減少した。
口頭審理等の結果，退去を命令されるなどその上陸が許可されなかった件数は
7,188件（寄港地上陸許可申請不許可事案を含む。）で，前年比3,236件，31.04％減
少した。
⑴　外国人の上陸についての口頭審理件数

（人　員）
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平成18年５月24日に公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する

法律」により，テロの未然防止のための規定の整備が行われ，その一環として入

国審査時に個人識別情報を活用した新しい入国審査手続きが，平成19年11月20日

から実施されており，本制度を周知するため，昨年に引き続きホームページ掲載

やリーフレット等の配布を行った。。

(3）出国命令制度の周知について

平成20年９月28日から同年12月28日まで，フリーダイヤル「不法滞在相談全国

専用ダイヤル」及びフリーダイヤル「外国人相談全国専用ダイヤル」を設置し，

不法滞在者に関する相談及び不法滞在者を雇用している雇用主に関する問い合わ

せ等の際に，積極的に「出国命令制度」などの周知を図った。

入国在留課 法務省組織令第51条，第53条 法務省組織規則第18条

１ 厳格かつ円滑な上陸審査の実施

平成19年11月から開始した個人識別情報を活用した入国審査により，過去に退去

強制歴がありながら偽変造旅券等を行使して入国を図るいわゆるリピーターの入国

を水際で阻止した。

また，東京入国管理局成田空港支局，大阪入国管理局関西空港支局及び名古屋入

国管理局中部空港支局において「セカンダリ審査」を継続し，入国目的などに疑い

がある外国人を別室に案内して，より慎重な審査を行う一方で，大多数の問題のな

い外国人に対する円滑な入国審査を実施した。

さらにチャーター便等への対応のための「審査応援班」を千歳苫小牧出張所及び

羽田空港出張所に継続して配置し，地方空港等において円滑な入国審査を実施した。

２ 対北朝鮮措置

平成18年７月５日の官房長官発表を受け，①北朝鮮籍を有する者の入国の原則禁

止，②在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とする再入国の原則禁止，③北

朝鮮籍船舶の乗組員等の上陸の原則禁止，④我が国からの北朝鮮への渡航自粛要請

の各措置を継続した。

３ 研修・技能実習の適正化

我が国の外国人研修・技能実習制度は，開発途上国等の経済的発展に資する人材

育成を図ることを趣旨としており，本制度を利用する外国人及びその受入れ機関等

は年を追うごとに増加している。

このうち，一部の受入れ機関においては，本制度に対する認識不足等から，研修

生に所定時間外の活動を行わせているほか，労働関係法規に違反した形態で技能実

習生を雇用しているなど，適正な研修・技能実習が実施されておらず，低賃金労働

者を得るための手段として本制度を悪用している事例が散見された。このため，悪

質性の高い事案については，研修・技能実習の実施において「不正行為」があった
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と認定し，在留資格「研修」の基準省令に基づき，一定期間研修生の受入れを認め

ない措置を執るなど，適正化に向けて厳正な措置を執った。

出入国者数（平成16年～平成20年）

外国人 外 国 人 （特 例 上 陸）
国出人本日次年

一般上陸) 総 数 寄港地 通過 乗 員 緊急 遭難

16 6,756,830 2,080,354 133,397 272 1,946,324 272 89 16,831,112
17 7,450,103 2,101,462 74,714 270 2,026,106 257 115 17,403,565
18 8,107,963 2,092,527 51,338 277 2,040,436 274 202 17,534,565
19 9,152,186 2,089,456 41,680 371 2,047,033 300 72 17,294,935
20 9,146,108 2,079,981 31,908 451 2,047,221 314 87 15,987,250

対 前 年
増減率％

-0.1 -0.5 -23.4 21.6 0.0 4.7 20.8 -7.6

(注) 平成16～20年の乗員上陸許可には，数次乗員上陸許可（同16年12,667件,同17年11,725件，同18年10,513件，
同19年7,940件,同20年7,998件）を含む。

在留審査業務処理件数（平成16年～平成20年)

対前年
区 分 平成16年 17 18 19 20 増減率

(％)

総 数 1,208,569 1,218,509 1,352,132 1,370,505 1,387,640 1.3
在留資格取得 6,973 7,259 8,056 8,739 8,999 3.0
在留期間更新 416,470 426,847 474,987 445,988 441,909 -0.9
在留資格変更 105,605 121,165 130,472 146,303 155,426 6.2
資 格 外 活 動 107,174 101,053 108,118 120,271 134,689 12.0
再 入 国 許 可 517,212 517,036 570,777 588,564 578,055 -1.8
永 住 許 可 55,135 45,149 59,722 60,640 68,562 13.1

(注) 再入国許可には，数次再入国許可を含む。

審判課 法務省組織令第51条，第54条

１ 外国人の上陸についての口頭審理及び異議の申出に関する事項（出入国管理及び

難民認定法第10条～第12条）

口頭審理の受理件数は12,679件で，前年に比べ5,834件，31.51％減少し，異議の

申出の受理件数は1,973件で，前年に比べ1,130件，36.42％減少した。

口頭審理等の結果，退去を命令されるなどその上陸が許可されなかった件数は

7,188件（寄港地上陸許可申請不許可事案を含む。）で，前年比3,236件，31.04％

減少した。

(1) 外国人の上陸についての口頭審理件数
(人 員)

平成16年 17 18 19 20

16,224 16,677 18,278 18,513 12,679
(5,309) (5,843) (6,155) (6,003) （4,405）
(注)１ 本表は，口頭審理の受理件数である。

２ 括弧内の数は，上陸港において口頭審理の結果，特別審理官において上陸の許可証印を行った

人員を示し，内数である。
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⑵　外国人の上陸に関する異議の申出と法務大臣等の裁決の状況
（人　員）

２　退去強制についての違反審査，口頭審理，異議の申出と法務大臣等の裁決（出入
国管理及び難民認定法第45条〜第50条）
違反審査の受理件数は43,073件で，前年に比べ5,574件，11.46％減少した。
口頭審理の受理件数は11,247件で，前年比1,146件（11.35％）の増，異議の申出

の受理件数は11,280件で，前年比1,243件（12.38％）の増となった。
在留特別許可数は8,522件で，前年比1,134件（15.35％）増となった
在留特別許可処分の透明性をより一層高めるため，在留特別許可された事例及び

在留特別許可されなかった事例を公表した。
⑴　違反審査件数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人　員）

⑵　外国人の退去強制についての口頭審理件数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人　員）

⑶　外国人の退去強制に関する異議の申出と法務大臣等の裁決の状況
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３　収容令書及び退去強制令書の発付に関する事項（出入国管理及び難民認定法第39
条〜第41条，第47条〜第51条）
⑴　収容令書の発付状況

（人　員）

⑵　退去強制令書の発付状況
（人　員）
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４　出国命令書の交付に関する事項（出入国管理及び難民認定法第55条の２〜第55条
の６）

（人　員）

５　難民異議申立てに関する事項（出入国管理及び難民認定法第61条の２の９〜10）
⑴　難民異議申立手続については，平成16年の法改正により，その公正性，透明性
を図るべく，法務大臣は，異議申立てに対する決定に当たっては，難民審査参与
員の意見を聴かなければならないものとされた（法61条の２の９第３項）。
難民審査参与員は，人格が高潔であって，公正な判断をすることができる法律

又は国際情勢に関する有識者を任命することとされており（法61条の２の10第２
項），平成19年５月には，制度発足時の19名から８名増やされて27名となり，平
成20年２月には，28名となった。　
⑵　法務大臣は，異議申立てを受けたすべての案件について，３名の難民審査参与
員の意見を聴くこととしているが，これに先立ち，異議申立人等がその意見を述
べる口頭意見陳述や，難民調査官や難民審査参与員が異議申立人に対して質問す
る審尋を行っている。
⑶　平成20年に難民の認定をしない処分に対する異議の申立てをした者（以下「異
議申立者」という。）は429人である。
異議申立者の主な国籍別内訳は，ミャンマー 195人，トルコ84人，スリランカ

39人であり，ミャンマー国籍者が全体の約45％を占めた。
⑷　平成20年の異議申立ての処理数は351人で，その内訳は，異議申立てに理由
があるとされた者（認定者）が17人，理由がないとされた者（不認定者）が300
人，異議の申立てを取り下げた者等が34人であった。理由がないとされた者（不
認定者）のうち，人道的な理由に配慮し特に在留を認めた者は45人である。
なお，これまでのところ，法務大臣において，難民審査参与員の意見（意見が

分かれたものについては多数意見）と異なる処理をした例はない。
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警備課 　法務省組織令第51条，第55条　法務省組織規則第19条

１　違反調査に関する事項（出入国管理及び難民認定法第27条〜第38条）
⑴　入管法違反事件全体

平成20年に入国警備官から入国審査官へ引渡し・引継ぎされた入管法違反事件
は，39,382件で，前年（45,502件）と比較して6,120件（13.4％）減少した。
⑵　不法残留事件・不法入国事件

不法残留事件の引渡し・引継ぎ件数は，31,045件で，前年（35,417件）と比較
して4,372件（12.3％）減少した。なお，違反事件全体に占める割合は依然として
高く，78.8％を占めた。
不法入国事件の引渡し・引継ぎ件数は，6,136件で，前年（7,454件）と比較し

て1,318件（17.7％）減少した。
⑶　不法就労事件

入管法違反事件のうち，入管法第73条の２第２項に規定する不法就労活動が認
められた不法就労事件は，32,471件で，全体の82.5％を占めた。前年（36,982件）
と比較すると，4,511件（12.2％）の減少となった。
国籍・出身地別では，中国（台湾，香港・その他を含む）9,758件（不法就労

事件全体の30.1％），フィリピン6,083件（同18.7％），韓国4,077件（同12.6％），イ
ンドネシア2,162件（同6.7％），タイ1,694件（同5.2％）等となっており，依然と
してアジア地域出身者が多数を占めている。
性別では，男性19,270件（構成比59.3％），女性13,201件（同40.7％）となって

いる。
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⑸　違反調査の処理状況

⑹　不法就労事件の退去強制手続状況
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⑵　送還状況

３　被収容者の新規仮放免件数（出入国管理及び難民認定法第54条）

登録管理官 　法務省組織令第51条，第56条

１　外国人登録の現況
⑴　外国人登録人員数の推移
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⑵　主要都道府県別，国籍・出身地別外国人登録人員数
（平成20年12月末日現在）

２　外国人登録事務に従事する地方公共団体職員に対する法務大臣表彰
多年にわたり外国人登録事務に従事し，同事務の遂行に功績のあった者に対する
法務大臣表彰を行った。
平成19年度は平成19年12月12日に，平成20年度は平成20年12月10日にそれぞれ69
人，71人を表彰し表彰状を授与した。

３　外国人登録事務に従事する地方公共団体職員に対する研修
⑴　市区町村における外国人登録業務の適正・円滑な処理を期すため，平成20年７
月15日から７月18日までの４日間，本省大会議室において市区町村職員212人を
対象として第53回中央研修を実施した。
また，10月15日から10月17日までの３日間，本省大会議室において205人の市

区町村職員を対象として中央実務研修会を実施した。
⑵　外国人登録事務協議会全国連合会及び各都道府県外国人登録事務協議会が主催
する研修会等に延べ68人の登録管理官職員を派遣し，出入国管理関連法令の理解
と外国人登録事務の適正な取扱いの周知徹底を図った。

４　外国人登録法令の運用に関する助言・勧告等
外国人登録事務は法定受託事務として全国の市区町村において実施されていると
ころ，個々の事案に関して取扱いに不明な場合は，法務省に照会を行った上で対応
している。昨今では，特に，不法滞在者からの新規登録申請，長期滞在者に係る身
分事項の訂正，所在不明者に係る登録原票の措置に関する照会が多くなっている。
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(2) 主要都道府県別，国籍・出身地別外国人登録人員数

（平成20年12月末日現在)

都道府県名 計 中 国 韓国・朝鮮 ブラジル フィリピン ペルー その他

総 数 2,217,426 655,377 589,239 312,582 210,617 59,723 389,888

東 京 都 402,432 144,469 114,961 4,574 31,687 2,345 104,396

愛 知 県 228,432 46,167 41,598 79,156 25,829 8,542 27,140

大 阪 府 211,782 48,155 133,396 4,320 5,711 1,210 18,990

神 奈 川 県 171,889 51,789 34,838 14,248 18,502 8,775 43,737

埼 玉 県 121,515 43,411 19,865 13,844 16,631 4,767 22,997

千 葉 県 111,228 41,125 18,775 6,354 16,709 3,534 24,731

静 岡 県 103,279 13,670 6,551 51,441 12,766 6,522 12,329

兵 庫 県 102,522 24,760 54,635 3,697 3,288 921 15,221

岐 阜 県 57,570 17,385 5,758 20,481 8,804 1,144 3,998

茨 城 県 56,277 15,182 5,783 11,430 7,739 2,101 14,042

そ の 他 650,500 209,264 153,079 103,037 62,951 19,862 102,307

２ 外国人登録事務に従事する地方公共団体職員に対する法務大臣表彰

多年にわたり外国人登録事務に従事し，同事務の遂行に功績のあった者に対する

法務大臣表彰を行った。

平成19年度は平成19年12月12日に，平成20年度は平成20年12月10日にそれぞれ69

人，71人を表彰し表彰状を授与した。

３ 外国人登録事務に従事する地方公共団体職員に対する研修

(1) 市区町村における外国人登録業務の適正・円滑な処理を期すため，平成20年７

月15日から７月18日までの４日間，本省大会議室において市区町村職員212人を

対象として第53回中央研修を実施した。

また，10月15日から10月17日までの３日間，本省大会議室において205人の市

区町村職員を対象として中央実務研修会を実施した。

(2) 外国人登録事務協議会全国連合会及び各都道府県外国人登録事務協議会が主催

する研修会等に延べ68人の登録管理官職員を派遣し，出入国管理関連法令の理解

と外国人登録事務の適正な取扱いの周知徹底を図った。

４ 外国人登録法令の運用に関する助言・勧告等

外国人登録事務は法定受託事務として全国の市区町村において実施されていると

ころ，個々の事案に関して取扱いに不明な場合は，法務省に照会を行った上で対応

している。昨今では，特に，不法滞在者からの新規登録申請，長期滞在者に係る身

分事項の訂正，所在不明者に係る登録原票の措置に関する照会が多くなっている。
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参事官 法務省組織令第12条

〈法令の整備〉

１ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案の検討

前述の新たな在留管理制度の検討等を踏まえ，外国人の公正な在留管理を行うた

め，法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するとともに，適法に在

留する外国人の利便性を向上させる等の措置を行うため，第171回通常国会に出入

国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等

の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を提出すべく検討を行った。

法律案の概要は次のとおり。

(1）法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するための措置

ア 法務大臣は，在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人（以下「対

象外国人」という。）に対し，基本的身分事項，在留資格・在留期間等を記載

した在留カードを交付する。

イ 対象外国人は，上陸後に定めた住居地を，一定期間内に当該住居地の市町村

の長を経由して法務大臣に届け出なければならないものとする（住居地は在留

カードに記載される。）。

ウ 対象外国人は，在留カードの記載事項のほか，その在留資格に応じ，その受

入先や身分関係に変更があった場合には，法務大臣（住居地については市町村

の長を経由。）に届け出なければならないとする。

エ 法務大臣が外国人の受入先から，対象外国人に関する情報の提供を受けられ

るようにする。

オ 法務大臣は，対象外国人に関する情報の継続的な把握のため，必要がある場

合には，届出事項について事実の調査をすることができるものとする。

カ 虚偽の住居地を届け出たことや，配偶者の身分を有する者としての活動を継

続して３月以上行わないで在留していること等を取消事由に追加し，また，在

留資格の取消手続における書面の送達に関する規定の整備を行う。

キ 在留カード偽造行為等について罰則・退去強制事由を整備するとともに，不

法就労活動に対する罰則を整備する。

(2）適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置

ア 在留期間の上限を５年に引き上げる。

イ 再入国の許可の有効期間を伸長するとともに，有効な旅券及び在留カードを

所持する外国人については，原則として許可を受けることなく一定期間内の再

入国を可能とする。

(3) 特別永住者に係る措置

ア 法務大臣は，特別永住者という法的地位の証明書として特別永住者証明書を
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参事官 　法務省組織令第12条

〈法令の整備〉
１　出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し
た者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案の検討
前述の新たな在留管理制度の検討等を踏まえ，外国人の公正な在留管理を行うた

め，法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するとともに，適法に在
留する外国人の利便性を向上させる等の措置を行うため，第171回通常国会に出入国
管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を提出すべく検討を行った。
法律案の概要は次のとおり。
⑴　法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するための措置
ア　法務大臣は，在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人（以下「対
象外国人」という。）に対し，基本的身分事項，在留資格・在留期間等を記載
した在留カードを交付する。

イ　対象外国人は，上陸後に定めた住居地を，一定期間内に当該住居地の市町村
の長を経由して法務大臣に届け出なければならないものとする（住居地は在留
カードに記載される。）。

ウ　対象外国人は，在留カードの記載事項のほか，その在留資格に応じ，その受
入先や身分関係に変更があった場合には，法務大臣（住居地については市町村
の長を経由。）に届け出なければならないとする。

エ　法務大臣が外国人の受入先から，対象外国人に関する情報の提供を受けられ
るようにする。

オ　法務大臣は，対象外国人に関する情報の継続的な把握のため，必要がある場
合には，届出事項について事実の調査をすることができるものとする。

カ　虚偽の住居地を届け出たことや，配偶者の身分を有する者としての活動を継
続して３月以上行わないで在留していること等を取消事由に追加し，また，在
留資格の取消手続における書面の送達に関する規定の整備を行う。

キ　在留カード偽造行為等について罰則・退去強制事由を整備するとともに，不
法就労活動に対する罰則を整備する。

⑵　適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
ア　在留期間の上限を５年に引き上げる。
イ　再入国の許可の有効期間を伸長するとともに，有効な旅券及び在留カードを
所持する外国人については，原則として許可を受けることなく一定期間内の再
入国を可能とする。

⑶　特別永住者に係る措置
ア　法務大臣は，特別永住者という法的地位の証明書として特別永住者証明書を
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交付する。
イ　特別永住者について，再入国の許可の有効期間を伸長し，また，原則として
許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能とする。

⑷　外国人研修制度の見直しに係る措置
ア　趣旨

研修生・技能実習生を実質的に低賃金労働者として扱うなど，不適正な受入
れが増加している現状に対処し，研修生・技能実習生の保護の強化を図るた
め，所要の措置を行う。

イ　概要
鉉　在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの（国等が受け入れる場
合を除く。）について，労働関係法令の適用を可能とするため，及び，この
活動に従事し，技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要す
る業務に従事するための活動を在留資格（技能実習）として整備する。
鉤　事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助
するような悪質なブローカーに対処するため，偽変造文書作成の教唆・幇助
等に係る退去強制事由を規定する。

⑸　在留資格「留学」と「就学」の一本化に係る措置
留学生の安定的な在留のため，在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし，

「留学」の在留資格へと一本化する。
⑹　入国者収容所等視察委員会の設置

入国者収容所等の適正な運営に資するため，入国者収容所等視察委員会を設置
する。
⑺　拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化

退去強制を受ける者を送還する場合の送還先に，拷問等禁止条約第３条第１項
等に規定する国を含まないことを明確に規定する。
⑻　在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置

在留期間の満了の日までに申請した場合において，申請に対する処分が在留期
間の満了までにされないときは，当該外国人は，その在留期間の満了後も，当該
処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から２月を経過する日のいずれか
早い日まで，引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を
設ける。
⑼　上陸拒否の特例に係る措置

上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても，法務大臣が相当と
認めるときは，上陸を拒否しないことができる規定を設ける。
⑽　乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置

乗員上陸の許可を受けた者について，乗員上陸許可書に加えて旅券又は乗員手
帳の携帯・提示義務を課すことを規定する。
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⑾　不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置
不法就労助長行為等に的確に対処するため，不法就労助長行為に係る退去強制

事由等の整備を行う。
２　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改
正する法律による出入国管理及び難民認定法の一部改正
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改
正する法律（平成20年法律第30号）により，新型インフルエンザを入院、検疫等の
措置の対象となる感染症とするほか，新型インフルエンザにかかっている疑いのあ
る者に対するまん延防止策の拡充を図る等関係法律についても所要の改正が行わ
れ，上陸拒否事由に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規
定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び新型インフルエンザ等感染症にみな
される患者が加えられた。

３　経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に伴う法務省令
及び法務省告示の一部改正
⑴　出入国管理及び難民認定法施行規則（以下「施行規則」という。）の一部改正
（平成20年法務省令第13号）
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定（以下「日イ

ンドネシアＥＰＡ」という。）に基づき看護師としての業務に従事する活動又は
日インドネシアＥＰＡに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を
指定される者の在留期間を３年とすることができるようにする規定を整備した。
⑵　出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第１の
５の表の下欄（ニに係る部分に限る。）に掲げる活動を定める件（以下「特定活
動告示」という。）の一部改正（平成20年法務省告示第277号）
概要以下のとおりの活動を行う者についての入国を認める規定を整備した。

ア　日インドネシアＥＰＡの適用を受ける者が，看護師の免許を受けることを目
的として，協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指定
された機関との間の雇用契約に基づき看護師として必要な知識及び技能に係る
研修として当該機関の業務に従事する活動

イ　日インドネシアＥＰＡの適用を受ける者が，介護福祉士資格を取得すること
を目的として，協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は
指定された機関との間の雇用契約に基づき介護福祉士として必要な知識及び技
能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

ウ　日インドネシアＥＰＡに基づき看護師としての業務に従事する活動又は日尼
ＥＰＡに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定される者
と同居し，かつ，その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

４　経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に伴う法務省令及
び法務省告示の一部改正
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⑴　施行規則の改正（平成20年法務省令第60号）
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定（以下「日フィ

リピンＥＰＡ」という。）に基づき看護師としての業務に従事する活動又は日フ
ィリピンＥＰＡに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定さ
れる者の在留期間を３年とすることができるよう規定を整備した。
⑵　特定活動告示の一部改正（平成20年法務省告示第498号）

概要以下のとおりの活動を行う者についての入国を認める規定を整備した。
ア　日フィリピンＥＰＡの適用を受ける者が，看護師の免許を受けることを目的
として，協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指定さ
れた機関との間の雇用契約に基づき看護師として必要な知識及び技能に係る研
修として当該機関の業務に従事する活動

イ　日フィリピンＥＰＡの適用を受ける者が，介護福祉士資格を取得することを
目的として，協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指
定された機関との間の雇用契約に基づき介護福祉士として必要な知識及び技能
に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

ウ　日フィリピンＥＰＡの適用を受ける者が，介護福祉士資格を取得することを
目的として，協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指
定された養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活
動

エ　日フィリピンＥＰＡに基づき看護師としての業務に従事する活動又は日フィ
リピンＥＰＡに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定さ
れる者と同居し，かつ，その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活
動

５　電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の改正に伴う政令、法務
省令の一部改正及び法務省令・財務省令の制定
⑴　電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法
律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成20年政令第210
号）の制定
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律

（平成20年法律第46号）の施行に伴い，輸出入等関連業務の範囲を定める等，電
子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令（昭和52年
政令第220号）の規定の整備が行われた。
これにより，電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律

が規定する輸出入等関連業務のうち，政令で定めることとされた入国管理手続の
業務が，電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
第１条第２項第１号から３号に定められた。
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⑵　施行規則の一部改正（平成20年法務省令第50号）　
入国審査官は，従来から，出入国管理及び難民認定法第56条（協力の義務）に

基づき，本邦に入る船舶の長等に対し，到着の際は入港届，出発の際は出港届の
提出を求めている。
本年５月30日に公布された電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する

法律の一部を改正する法律によって，ＮＡＣＣＳ（通関情報処理システム）を運
営している独立行政法人通関情報処理センターを民営化（特殊会社化）して新た
に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（以下「ＮＡＣＣＳセンター」
という。）を設立するとともに，その業務に，入国管理手続等関連する省庁の手
続に関する業務を追加し，それらを一体的に処理することができるよう措置され
た。
そこで，入港届及び出港届をＮＡＣＣＳセンターが一体的に処理する業務に加

えるために，入港届及び出港届に係る手続その他必要な事項を施行規則で定める
一部改正を行った。
⑶　電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第１条
第２項第３号の規定に基づき，電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理
等に関する法律施行令第１条第２項第３号の申請等を定める省令（平成20年法務
省・財務省令第１号）の制定　
ＮＡＣＣＳセンターが一体的に処理する業務として加えるため，入港通報（施

行規則第51条第１号），入港届（同条第２号）及び出港届（同条第３号）を規定
した。

６　外国人に対する日本語教育を行う教育機関の設備及び編制についての審査及び証
明（以下「審査・証明」という。）を行う事業に係る法務大臣の認定制度を廃止に
伴う施行規則の一部改正並びに法務省令及び法務省告示の廃止
平成16年12月24日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」において，「法令
等に基づき国の指定，認定，登録等を受けて，法令等で定められた特定の事務・事
業を実施している法人」については，「厳格な見直しを行う。」とされた。また，平
成18年８月15日に「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係
る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」が閣議決定され
て「初回の見直しは，」「平成18年度及び19年度において実施することとする。」と
された。
これらの閣議決定の趣旨を踏まえ，行政の一層の透明性，効率性，厳格性を確保
する観点から，外国人に対する日本語教育を行う教育機関の設備及び編制について
の審査及び証明（以下「審査・証明」という。）を行う事業に係る法務大臣の認定
制度を廃止し，併せて，審査・証明事業の実施方法等に関する基準を客観的に明確
なものとするため，施行規則の一部改正（平成20年法務省令第13号）を行い，日本
語教育機関の設備及び編制についての審査及び証明を行うものとしての認定を受
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けた事業等を定める省令（平成13年法務省令第56号）及び日本語教育機関の設備及
び編制についての審査・証明事業の認定に関する規程（平成13年法務省告示第169
号）を廃止（平成20年法務省告示第179号）した。

７　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号。以
下「公益認定法」という。）の施行による民法第34条（公益法人の設立）の改正に
伴う法務省令及び法務省告示の一部改正
⑴　施行規則の一部改正（平成20年法務省令第61号）

第６条の２第４項第１号中「外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民
法（明治29年法律第89号）第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立され
た公益法人の職員（以下「公益法人の職員」という。）で、地方入国管理局長が
適当と認めるもの」を「外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団
法人又は公益財団法人の職員（以下「公益法人の職員」という。）で、地方入国
管理局長が適当と認めるもの」に改めた。
⑵　出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の一部改正
（平成20年法務省令第61号）
就学の項第３号中「又は公益法人」を「、公益社団法人又は公益財団法人」に

改めた。
⑶　特定活動の一部改正（平成20年法務省告示第514号）

第10号中「民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人」
を「公益社団法人又は公益財団法人」に改めた。
⑷　出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の研修の在
留資格に係る基準の５号の特例を定める件の一部を改正する告示（平成20年法務
省告示第515号）
第９号中「開発途上国に対する農業技術協力を目的とする民法（明治29年法律

第89号）第34条の規定により設立された法人又は農業協同組合法（昭和22年法律
第132号）第２章の農業協同組合（以下「民法上の法人等」という。）」を「開発
途上国に対する農業技術協力を目的とする公益社団法人又は公益財団法人又は農
業協同組合法（昭和22年法律第132号）第２章の農業協同組合（以下「公益法人
等」という。）」に改めた。
⑸　出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の研修の在
留資格に係る基準の６号の特例を定める件の一部を改正する告示（平成20年法務
省告示第516号）
第７号中「民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人」

を「公益社団法人又は公益財団法人」に改めた。
なお，⑴〜⑸の各改正規定には，移行期間が満了するまでの間は現行の公益法

人に係る扱いが変わらないようにするため，本件改正後の「公益社団法人又は公
益財団法人」には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
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及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律（平成18年法律第50号。以下「整備法」という。）第42条第１項に規定する
特例社団法人又は特例財団法人（整備法施行日以降，移行手続が完了していない
現行民法第34条の法人）を含むものとする旨の経過措置を置いている。

８　その他の施行規則の改正
施行規則第５条第10項において，外交・公用の活動を行おうとする者等に準ずる
者として個人識別情報の提供義務を免除されるものを定めているところ，施行規則
を改正し（平成20年法務省令第72号）以下のとおり，海外修学旅行等により再入国
する外国人生徒又は学生を個人識別情報の提供義務の免除対象者として追加した。
⑴　対象

学校教育法施行規則に規定する教育課程として実施される海外修学旅行等に参
加する本邦の高等学校，中等教育学校の後期課程，特別支援学校の高等部，高等
専門学校及び専修学校高等課程の生徒又は学生
⑵　免除の方法

学校長が対象となる外国人生徒又は学生の身元保証を行い，国立大学法人の学
長，独立行政法人高等専門学校機構の理事長，都道府県教育委員会，市町村教育
委員会，都道府県知事に報告し，これらの者が法務大臣に通知することにより，
個人識別情報の提供義務の免除がなされる。

９　その他の告示の改正
平成14年３月に閣議決定された「規制改革推進３か年計画（改定）」において，
「ＩＴ技術者などの専門的・技術的分野の業務に従事する外国人を一層積極的に受
け入れ（略）るため，ＩＴ技術者に関する上陸許可基準等外国人受入れ関連制度の
見直しについて検討を行い（略）」，「14年度以降，逐次実施」することとされたこ
と等に基づき，今般，出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定め
る省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件（平成13年法務
省告示第579号）を改正し，新たに我が国の情報処理技術者試験と相互認証された
マレーシアの試験及び追加認証された中国，ベトナム及び台湾の試験を本告示に追
加し，併せてフィリピンの試験実施機関の名称変更に伴う措置を行った。
これにより，新たに告示に規定される試験の合格者は，「技術」の在留資格に係
る学歴又は実務経験の基準を満たさなくとも，ＩＴ技術者として我が国に入国・在
留することが可能となった。
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難民認定室 　法務省組織令第51条，第52条　法務省組織規則第17条

１　難民の認定に関する事項
難民認定申請の平成20年中における受理総数は1,599人であった。
処理状況については，難民として認定された者は57人（異議の申出により認定さ
れた17人を含む），不認定とされた者は791人，申請を取り下げた者等は87人であっ
た。
なお，昭和57年の制度発足以来平成20年末までに難民認定申請を行った者は
7,297人，難民として認定された者は508人（異議の申出により認定された65人を含
む），不認定とされた者は4,399人となっている。
また，平成３年から同20年末までに，難民認定申請は不認定とされたものの，人
道的配慮から在留を認められた者（在留資格変更許可された者等を含む）は882人
となっている。

２　難民旅行証明書の交付に関する事項
難民の認定を受けている者が我が国から出国する際は，その者の申請に基づき，
出入国管理及び難民認定法第61条の２の６の規定により難民旅行証明書を交付する
ものとされているところ，平成20年中に同証明書を交付した件数は26件であった。

出入国情報管理室 　法務省組織令第51条，第52条　法務省組織規則第17条

１　行政情報化の推進
政府の施策である行政情報化推進基本計画を基盤として策定された「法務省行政
情報化推進計画」に基づき出入国管理行政の情報化を強力に推進するため，「入国
管理局行政情報化推進計画」を策定し，出入国管理行政のあらゆる分野において情
報通信技術を活用したシステム及びネットワークを整備し，業務の簡素化・効率
化，ペーパーレス化及び経費削減に努め，さらには個人情報の保護や適正な行政運
営の確保などに配慮しながら，入管電算システム機能の高度化と行政サービスの質
的向上を図っている。

２　入国管理業務システムの刷新可能性調査
平成15年７月17日の各府省情報化総括責任者（ＣＩＯ）連絡会議において決定さ
れた「電子政府構築化計画」にある業務・システムの最適化のうち，特に，レガシ
ー（旧式）システムについて，「レガシーシステム見直しのための法務省行動計画
（アクションプログラム）」に基づき，同16年度においては，現行の入国管理業務
システムの開発・運用とは関係のない適切な第三者の選定を行い，同システムの刷
新可能性の調査を実施し，同17年度末に「出入国管理業務の業務・システム最適化
計画」を策定・公表した。その後，法務大臣の私的懇談会である「出入国政策懇談
会」にワーキングチームを設け，新たな在留管理制度に係る検討を実施したことを
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受け，外国人登録調製業務の最適化をいったん同計画上から削除することとしたほ
か，平成18年の法改正を受け，平成19年から個人識別情報システムの導入・運用を
開始したことから，最適化計画の改定を行った。
３　府省共通ポータル運用開始に伴う乗員上陸許可支援システムの改修及び運用

平成15年７月から，港湾関係手続のシングルウィンドウ化の一翼を担うものとし
て，財務省所管のSea-NACCS及び国土交通省所管の港湾ＥＤＩシステムと連携し，
我が国の海港に入・出港する外航船舶における外国人乗員に対する乗員上陸許可手
続の円滑化を図るべく，船舶代理店等からのインターネットによる電子申請手続を
可能とするためのシステムとして，乗員上陸許可支援システムの運用を開始した。
その後，更なる手続の簡素化及び統一化を図るべく平成17年11月には，ＦＡＬ条
約（国際海上交通簡素化条約）対応として関係各府省の統一申請様式（16種類から
８種類へ）の採用や入出港届等の項目の簡素化（600項目から200項目へ）等の改正
を実施，平成20年10月12日からは，これらの状況を踏まえ，港湾関係府省（財務省，
国土交通省，厚生労働省等）の各電子申請システムを財務省が中心に次世代システ
ムとして開発した統一されたポータル（府省共通ポータル）の運用が開始された。
乗員上陸許可支援システムについても，業務の統一化を図るべく，府省共通ポ
ータルに対応したシステム改修等を行い，平成20年10月12日までに改修等を終了し，
連携運用を開始した。

入国管理企画官 　法務省組織令第51条，第52条　法務省組織規則第17条

１　平成20年版「出入国管理」の刊行
入国管理局では，昭和34年以降，出入国管理行政の概要等をまとめ，「出入国管
理」を刊行してきているところ，今般，平成20年版「出入国管理」を平成20年10月
24日に刊行した。
平成20年版「出入国管理」は，平成19年を中心とした最近の出入国者数等の動向
等を概観するとともに，個人情報を活用した出入国審査の開始，新たな在留管理制
度の検討，不法滞在外国人の半減のための取組，人身取引対策の推進，水際対策の
強化とＩＴ化の推進，観光立国の実現に向けた取組を含め，外国人の円滑な受入れ
のために講じた措置，国際社会への対応等，平成19年度以降の出入国管理行政を取
り巻く状況や施策を取りまとめ，説明している。

２　出入国管理政策懇談会の開催
出入国管理政策懇談会は，法務大臣が出入国管理についての政策の立案・運用を
始め，出入国管理行政について広く各界の有識者から意見を聴くための場として平
成２年11月に発足した。
平成20年中に開催された出入国政策懇談会は第５次出入国管理政策懇談会であ
る。これは，第３次出入国管理基本計画の策定を機に，第３次出入国管理基本計画
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の策定の際，今後検討することとした課題及び第４次以降の出入国管理基本計画に
おいて取り上げるべき課題等について，幅広い視点から有識者の意見を聴取する
ことを目的に，平成17年10月25日に発足したものである。平成20年には５回開催さ
れ，「新たな在留管理制度に関する提言」を取りまとめたほか，「留学生及び就学生
の受入れに関する提言」等について議論を行った。

３　出入国管理行政関係意見聴取会の開催
出入国管理行政関係意見聴取会は，国内各地において経済界，労働界，外国人を
雇用している企業及び外国人を受け入れている教育機関の関係者等から，出入国管
理局の行政運営及び行政実務についての意見を聴取し，その内容を出入国管理行政
に反映させていくことを目的としている。平成20年度は全地方入国管理局管内（計
８か所）において開催し，当該地域固有の外国人問題に関して，出席者それぞれの
立場から入国管理局に対する様々な意見・要望が出された。これらは，上記政策懇
談会における提言等とも合わせ，今後の出入国管理基本計画の策定等に反映させて
いくこととしている。

入国管理調整官 　法務省組織令第51条，第52条　法務省組織規則第17条

１　ＯＤＡ事業の推進
⑴　第22回出入国管理セミナーの開催

各国・地域の出入国管理制度，政策等に関する情報交換及び意見交換を通じ，
相互理解の増進・協力関係の構築を図り，適正かつ円滑な出入国管理行政の運営
に資することを目的とし，平成20年12月15日から12月16日までの日程でアジア・
太平洋地域の出入国管理行政を担う機関の幹部職員等を招き，第22回出入国管理
セミナーを開催した。
セミナーでは，本年の議題である「出入国・在留管理における生体情報の導

入」，「送還をめぐる問題点と対応策」及び「外国当局との協力関係」について情
報・意見交換が行われた。
⑵　第13回偽変造文書鑑識技術者セミナーの開催
アジア等の国・地域，国際機関等の偽変造文書鑑識技術者と，文書鑑識技術等
の情報交換を行い，相互の協力関係の発展，技術の向上を図り，もって関係諸国・
地域の出入国管理行政の的確・円滑化に資することを目的として，平成20年２月
19日から２月20日までの日程で第13回偽変造文書鑑識技術者セミナーを開催した。

２　国際会議への対応
近年，国際的な枠組みの中でのテロ対策及び国際組織犯罪対策の観点から，Ｇ８

司法・内務大臣会議，Ｇ８ローマ／リヨン・グループ移民専門家会合及びＰＡＣ
ＲＩＭなど厳格な出入国管理の実施に関する国際会議に積極的に参加している。ま
た，ＷＴＯサービス貿易交渉に加えて，各国との経済連携協定（ＥＰＡ）締結交渉
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などで，円滑な人的交流の促進についても協議されることが多くなってきている。
平成20年においても，二国間経済連携協定交渉が頻繁に行われ，インドネシアと
の経済連携協定及びブルネイとの経済連携協定が７月に発効，フィリピンとの間で
は12月に発効，ベトナムとの間では12月に協定署名などとなっている。
このほか，ＡＳＥＭやＩＡＴＡ／ＣＡＷＧなど，出入国管理問題に係る多国間で
の情報・意見交換を行うとともに，領事当局間の二国間協議などに出席し，出入国
管理における我が国の立場・状況を積極的に説明した。

出入国情報分析官 　法務省組織令第51条，第52条　法務省組織規則第17条

１　出入国情報分析官の設置
出入国情報分析官は，第３次出入国管理基本計画において掲げられた項目の１つ
である情報収集分析体制の強化を含む体制整備に対する措置として，平成17年４月
に新設され，同分析官の下に，情報分析係及び文書鑑識係が設置された。
情報分析係は，出入国の管理に関する情報の収集，整理及び分析に関する業務
（文書鑑識係の所掌に属するものを除く）を行い，文書鑑識係は，文書鑑識に関す
る情報の収集，整理及び分析に関する業務を行っていたが，平成19年11月から「鑑
識係」に名称変更し，所掌事務に指紋の鑑識が加えられた。
２　出入国の管理に関する情報の収集，整理及び分析

出入国管理に関する情報の収集，整理及び分析を行った情報は，出入国管理行政
へ反映するため，入国管理局各課室，あるいは地方局等に適宜提供している。
平成20年においても，前年に引続き厳格な上陸審査及び不法残留外国人の効果的
な摘発に資するために，新たに発生した不法残留発生者についての分析資料を，不
法残留発生率の高い国籍を中心に継続して作成し，関係各署に提供した。
３　文書及び指紋鑑識に関する情報の収集，整理及び分析

日々精巧化が進む偽変造の手法に対抗するため，各偽変造文書対策室が所有する
情報を収集し，整理・分析の上情報の共有化を図り，併せて，職員の能力向上を図
っていくこととしている。
そのため，各偽変造文書対策室職員が一同に会した鑑識専従者情報交換会議や，
全国の地方入国管理局職員を対象にした偽変造文書鑑識従事者研修を実施した。
併せて，前年に引続き，平成20年５月から６か月間，文書鑑識技術を有する職員
を「リエゾン・オフィサー」として，タイ王国（バンコク国際空港）に派遣し，海
外においても偽変造文書の情報を収集している。
また，平成19年11月から，個人識別情報を利用した入国審査の開始に伴い，新た
に指紋の鑑識が加えられ，指紋鑑識に関する情報を収集し，整理及び分析を行って
いる。
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